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はじめに 

 結婚は人間にとって自然的にして根源的な結合で

ある。生活様式や価値観の変化とともに個人の結婚

観も多様化してきたが，社会制度としての「婚姻」

という概念は法律上の手続を要件とする「法律婚」

と同一視されてきたといえる。だが，現在，日本や

欧米では事実婚が増加し (1)，フランスやスウェー

デンのように事実婚夫婦にも婚姻の場合とほぼ同等

の権利を認める国も増えている。 

 日本では，民法（1896 年法律第 89 号）第 739 条

第 1項に「婚姻は，戸籍法の定めるところにより届

け出ることによって，その効力を生ずる」と定め，

明治以来，婚姻届の提出を婚姻成立の要件とする届

出婚を堅持し，事実婚は「内縁」として忌むべきも

のとされてきた。この届出婚は法律婚の一環とみな

されがちであるが，日本独特の制度であり，近代ヨ

ーロッパで成立した民事婚とはその沿革および法的

構造からみても異質のものである (2)。 

 日本の届出婚制度が異彩を放つのは，戸籍に規律

された婚姻制度である点に尽きるであろう。戸籍は

日本人の身分関係を家族単位で記載する公文書であ

る。日本における婚姻は，出生や死亡などのように

事後報告的に届け出ればよい事件と異なり，当事者

の届出が受理されて戸籍に記載されることではじめ

て法的に有効となる。 

 婚姻の成立について届出をその要件とすることに

より，国家は個人の婚姻関係を文書上把握すること

ができる。だが，それはあくまで管理する側の利点

である。儀式によって社会に公示され，あるいは親

族や近隣の人間から結婚として承認された結合関係

を一片の届出を欠くという一因のみをもって国家の

法律的保護の埒外に置くという立法精神は，個人の

尊重を身上とする近代国家にふさわしいものであろ

うか。 

 そもそも婚姻届は，戸籍の秩序に個人を絡めとる

という性格をもつ。戸籍は氏を同じくする夫婦と未

婚の子を編製の単位としている。民法は「夫婦は，

婚姻の際に定めるところに従い，夫又は妻の氏を称

する」（第 750 条）と定め，戸籍法（1947 年法律第

224 号）は，婚姻届は夫婦が同一の氏で届けること

を要件としている（第 74条）。戸籍の編製単位とな

る夫婦とその未婚の子は同一の氏でなければならな

いという「同氏同戸の原則」が貫かれている。（「同

一の氏」として）夫婦となる者は，夫と妻いずれか

のうち新たに編製される戸籍の筆頭者となる方の氏

に統一し，これを婚姻届に記載しなければならない。

しかし，現実には夫が筆頭者になり，妻が夫の氏に

合わせる例が大半である（厚生労働省の 2006 年度

統計によれば夫婦の 96.3％が夫の氏を選択してい

る）。この「同氏同戸の原則」も，職場で現在の姓
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を維持したいといった現実的な要請から夫婦別姓を

望むカップルには心理的障害になっている。 

 届出婚主義による最大の弊害は「非嫡出子」をめ

ぐる差別問題であろう。これは，民法第 900 条第 4

号但書により法定相続分が「嫡出子」の二分の一と

なるという法的差別と，“内縁の子”として世間か

ら白眼視されるという社会的差別の両面に亘る。そ

の上，一覧して個人の親族関係が縦横に検索できる

という戸籍の情報集中性がそうした差別を再生産し

てきた (3)。「日本家族法の父」と呼ばれた穂積重遠

は，「私生子」問題の元凶たる届出婚主義について

事実と法律との不一致を「一大欠点」として挙げ，

「此欠点は今日の我国の法律の一つの持病であると

云つて宜いが，其徴候が婚姻制度に最も極端に暴露

して居る」(4)と評言していた。 

 個人の結婚という私的領域に国家が介入する合理

性はどこにあるのか。古来より個人の身分関係は法

よりも宗教，慣習，文化などによって律せられてき

た (5)。近代国家は家族について，対社会的部分

――一夫一婦制の維持や近親婚の禁止など――を統

制するにとどめ，生活共同体としての根本的役割に

関してはその自治性を尊重すべきとの立場をとって

きた (6)。美濃部達吉は，婚姻とは「夫婦間の同意

に成る行為」であり，「国家に対する意思表示では

あり得ない」(7)と述べている。したがって個人の自

由な結婚を戸籍が拘束するものとなる届出婚主義は，

個人の私的領域に国家が公然かつ過剰に干渉するこ

とに他ならない。 

 このような現実と法との矛盾を抱える届出婚が近

代日本において制度化された意味をどう考えるべき

か。先行研究では，明治期における法律婚主義の確

立について，事実婚主義との拮抗を学説史的に検討

したものが目に付く。だが，それらの問題関心は民

法上の内縁問題をいかに解決するか (8)という法解

釈論にほぼ終始しており，届出婚は戸籍が権力とし

て強く作用する婚姻制度である点を問い質さなくて

はならない。 

 本稿では，届出婚主義が近代日本で選択された意

味を考える上で，西欧近代国家における婚姻制度の

変遷を概観するとともに，個人主義思想が政治思想

の本流となった 19 世紀に結婚はいかなる価値を認

められていたのかを把握する。それとの対照におい

て，西欧の法思想を継受して日本が近代国家として

出立する明治期に，戸籍法の成立と歩を合わせて，

近代個人主義と矛盾する届出婚主義が発出された政

治的意義を検討したい。 

 

1 近代西欧における婚姻制度の変遷 

（1）結婚の世俗化，そして契約化へ 

 古代ヨーロッパにおいては，結婚を貫く道徳観を

めぐる対立は，人間の性欲を肯定するか，否定する

かという争点に集約される (9)。ローマ法は絶対的

な性的自由の思想に立って婚姻法を築いた。結婚の

形式について干渉することはほとんどなく，内縁も

婚姻とならぶ合法的な男女の結合として認め，かつ

契約の法理を婚姻にも適用した (10)ので，婚姻も離

婚も当事者の合意によって自由に行い得た。これに

対し，キリスト教的結婚思想は禁欲主義を根本とす

るスコラ的自然法を基礎としており，結婚の第一義

的目的は人類の生殖であるが，これは子の教育と乖

離してはならないとしていた (11)。 

 ローマ帝国は 4世紀にキリスト教を国教として公

認し，カトリック教会の権威が広範に確立されてい

った。フィッギス（John N.Figgis）が，人類の精

神史はカトリック教会を中心としていた (12)と切言

したように，教会の説く教義は中世ヨーロッパにお
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いて人間社会の普遍的道徳として流布した。教会は

結婚を社会倫理の淵源とみなしてこれに「秘蹟」と

いう意義を与え，神の恩寵の象徴として人間の自由

意思が介在し得ないものへと昇華させた。神の信託

に基づく宗教的価値を与えられた婚姻は 10 世紀頃

より教会の掌中に置かれ，国家はこれに干渉しえな

かった。教会が法の統率者として君臨する基盤とな

った教会法（Canon Law）はその大部分が婚姻規定

に費やされ (13)，男女の結合は貞節を遵守して終生

一回限りとする一夫一婦制と婚姻非解消主義が鉄則

とされ，離婚や内縁は神意に背く罪とされた (14)。 

 結婚が宗教権力から解放されていく契機は，人間

を「個人」として把握する近代自然法の胚胎であり，

それが 16 世紀に始まる宗教改革であった。ルター

による教皇批判は信徒を支配してきた数多の制度的

統制と伝統的規律の撤廃を求め，結婚を神の手から

人間の手に取り戻そうという「婚姻還俗運動」が展

開された。カトリック側でもこれに対抗し，教会法

による婚姻を統一的な規格法として発出することで

婚姻統制権の維持を図った。教皇の召集するカトリ

ックの公会議である「トレント公会議」では 1563

年会議において婚姻の教令を定め，聖職者の立会い

を挙式の要件とし，非解消主義を原則とする宗教婚

が法規化された。だが，政教分離の進展により神聖

国家体制における教皇と皇帝の二元的な主権論が崩

れ，世俗権力としての国家が教会に替わる婚姻制度

の統率者となった。 

 18 世紀後半から，個人の先天的自由を近代自然

法原理とする社会契約説が勃興したフランスでは，

1791 年 9 月に公布された革命憲法が婚姻契約主義

を宣言し，カトリック教会の婚姻における排他的な

専管権限は撤廃された。革命下フランスにおける婚

姻制度の重大な変革は二点に集約できる。第一に，

宗教的拘束を廃した民事婚の確立である。1804 年

制定の民法（Code Civil）により結婚は公吏の立会

いの下に儀式を行えば成立するものとなった。第二

に，離婚の自由化である。1792 年離婚法は当事者

間の合意によって離婚が成立するものとした (15)。

民法典をはじめとするフランスの革命的法思想は

19 世紀初頭のナポレオン戦争によってヨーロッパ

大陸に伝播した。秘蹟から契約へとその本質を転換

した婚姻は，法令（主として民法）に則って公吏の

立会いの下で行われる契約的民事婚としてドイツ，

ベルギー，オランダ，スイスなどで採用されていっ

た (16)。 

 

（2）コモンローにおける婚姻法 

 ヨーロッパ大陸の諸国がローマ法に席巻されてい

くなかで，英米の婚姻法はコモンローが大きな礎石

となった。コモンローの根幹にあるのは自然権の尊

重である。社会契約を結んだ自立的個人の権利とし

て理念化された自然権は，法を個人の利益を保護す

るための存在ととらえるコモンロー的法理論に適合

するものであり (17)，結婚も個人間の自由な契約の

一環として把握されたのはローマ法と同様であった。 

 イギリスでは，1835 年婚姻法が成立した。同法

により，挙式の予備的行為として国教会において結

婚の公告（banns）を受けるか，登録吏の面前で当

事者が結婚の意思を示せば婚姻成立とみなされる民

事婚が制度化された。なお「婚姻登録」として登録

吏もしくは主教からの結婚許可証あるいは結婚証明

書の交付を受けることが必要とされたが，婚姻成立

の形式的要件となるのはあくまで当事者の合意と挙

式であって登録ではなかった (18)。さらに 1857 年離

婚法によって，結婚は土地や証券などの契約と同様，

法律に基づいて解消しうるものとなり，イギリスに
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おいて結婚は個人の自由意志による契約婚へと転換

した。 

 一方，米国は独立後，コモンローを合衆国憲法の

精神に反しない部分に限り継受した。米国では婚姻

に関する統一法はなく，州によって法制度は一様で

ないものの，総じてイギリスよりもゆるやかな法律

婚主義を採用した。当事者が結婚の意思を挙式によ

って公示し，結婚許可状の発給を受ければ，婚姻が

成立となる「コモンロー婚（marriage by common 

law）」が通例となった。ここでも婚姻登録の手続が

あったが，許可状を発給された者を登録するもので

婚姻成立の証拠としての意義を有するにすぎず，婚

姻の成立要件ではなかった (19)。 

 結婚を民事契約としてとらえるコモンロー婚が米

国において広範に採用された背景には，アングロサ

クソンの法思想における徹底した個人主義思想が影

響していた (20)。かかる契約的民事婚の流布は，結

婚を公的制度や社会秩序の基盤ととらえる旧来の思

想を希薄化するものとなった (21)。 

 

2 近代国家と結婚をめぐる政治思想 

（1）自由主義思想における結婚論 

 個人主義思想の浸透とともに 18 世紀の産業革命

を契機として，発展した自由主義思想は，自由と平

等を人間が先天的に享有する権利とみなす近代自然

法思想を基盤として構築された。ただし，ベンサム

（Jeremy Bentham）やミル（James S.Mill）を先駆

とする功利主義（utilitarianism）は，個人の幸福

と社会の経済的発展が予定調和の関係にあるとみな

すオプティミズムが根底にあった。よって，その国

家観は，「必要悪」たる国家は私的領域への干渉を

必要最小限の領域に抑えるべきとする「自由放任主

義」（laissez faire）であった。功利主義的自由主

義者は結婚に関して個人主義の所産である契約の原

理を適用し，結婚が当事者の合意による契約である

と考えれば，一夫一婦制や結婚非解消主義を義務化

することは契約の自由に対する国家の干渉ととらえ

たのである (22)。 

 だが，功利主義の陥穽は，結婚を契約論でとらえ

る以上，夫と妻の不平等関係についても解決は当事

者間の決定に委ねるものとした点にあった。これは

妻の従属的地位も黙認することになり，功利主義の

批判者であったスティーブン（James F.Stephen）

は，契約婚とは女が妻として夫の随意に従うことが

夫の側が結婚を解消するまで続くという不平等契約

であることを衝いていた (23)。 

 こうした功利主義の抱える矛盾に対して，自由主

義陣営のなかでも理想主義派（オックスフォード学

派）に属するグリーン（Thomas H. Green）は道徳

的国家観に立ち，個人の利己主義を抑制する目的で

国家の積極的な役割を必要視し，自由放任主義を批

判した。キリスト教思想とは異なる意味で結婚の道

徳的価値を重視したグリーンは，なにより婦人の解

放および保護が婦人の家族形成の権利，そして夫婦

の平等に不可分なものとして論じ，一夫一婦制の確

立と家父長制の廃止という目的から結婚の規則化の

重要性を強調した (24)。 

 このような相違はあったものの，自由主義思想が

浸透した 18 世紀後半以降のヨーロッパでは，結婚

は個人の精神的自由に関わる問題である以上，国家

の干渉は否定されるのが思想的趨勢となったのであ

る。 

 

(2)国家有機体説における結婚論 

 19 世紀後半になると社会環境の変化，ことに労

働者階級の出現によって社会政策の要求が高まり，
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個人および社会の福祉と秩序のために国家の積極的

役割を求める思想が自由主義に対抗するものとなっ

た。新たに噴出した社会問題の解決にあたって教会

にはない政策能力と実効的資源を備えた近代国家は，

「公共の利益」が要求するとみなせばその役割をあ

らゆる領域にまで拡大していった。家族制度も国家

による統制を免れなかった。国家による私的領域へ

の介入の拡大は，民事婚と離婚，相続と親族関係と

いう問題分野において顕著となった (25)。 

 1871 年に国家統一を果たし，後発近代国家とし

て強力な中央集権体制の構築が緊要となったドイツ

では，個人を始原的存在とみる社会契約説を排撃し，

国家は個人の出現以前から存在する歴史的事物であ

るとする国家有機体説が浸透していった。その第一

人者であるブルンチリ（Johann S.Bluntschli）は，

近代国家は公共の福祉という点から結婚を規則化す

るのは当然であるとみなした。彼によれば，結婚と

いうものは公共の負担を要さずに家族を扶養する能

力が要求されねばならないからである。だが，規則

化が行き過ぎて結婚を国家の恣意的な承認に条件づ

けようとするならば，個人の権利に対する不当な侵

害となる (26)と論じ，過度な国家の干渉を放任する

ものではなかった。 

 国家の結婚問題への介入が必要視されるに至った

背景には，第一に離婚の増加があった。個人主義に

強く立脚した契約婚思想は夫婦関係を簡便化するも

のとなり，ヨーロッパ諸国および米国では 19 世紀

末に離婚率が増大した (27)。国家にとって離婚や事

実婚の普及による弊害は，国民の身分関係が的確に

把握しにくくなり，徴兵・徴税の賦課や福利の供与

に支障となることである。また，家族内問題として，

婚外子の相続をめぐる紛争を頻発させる。第二に，

近代ナショナリズムの高揚である。国家はかつて教

会の専権的領域であった道徳という問題に「国民」

の訓育，啓蒙という観点から介入し，家族制度も道

徳問題の範疇とされたのである。 

 しかるに各国の立法をみればフランスの身分登記

簿やドイツの婚姻登録簿などはあくまで婚姻として

公認された事実の登録であり，国家に対する事後報

告にすぎなかった (28)。こうした立法動向に対して

米国の哲学者ホフマン（Frank S.Hoffman）は，個

人の諸権利は国家の主権に従属する以上，結婚も国

家が厳正に管理するべきであると論じ，具体的方法

として米国の数州で実施されていた婚姻の強制登録

を全州で実施することを主張していた (29)。 

 いずれにしても国家有機体説が要望するのは法律

婚主義であった。個人をあくまで国家の一部として

の派生的存在ととらえる国家有機体説は，国家に道

徳の教導者たる任務を認め，社会倫理の基礎となる

婚姻制度を管理することを必須とみなしたのである。

だが，それでも日本の届出婚の如く国家権力の結婚

に対する過度な制約を制度化することには総じて謙

抑的であった点を看過すべきではない。 

 

3 明治国家における届出婚主義と戸籍 

（1）明治維新と婚姻制度 

 古来より日本における婚姻は，西欧のような宗教

法による拘束はなく，大体において国家や法の規制

を受けない事実婚主義が通用していた (30)。柳田国

男は，庶民における婚姻成立の要件として，「当の

二人の意気投合」「姻族の関係を結ぶこと」「社会の

承認」の三つを挙げていた (31)。中世の武家政権成

立以降になると，武士と庶民の身分法は分化し，武

士の結婚は主君の許可が必要とされた。江戸幕府に

よって「士農工商」の封建的身分序列が確立される

と，結婚は原則として身分を同じくする者同士に限
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定されるようになった (32)。 

 開国以降，高揚する対外的危機意識のなかで近代

国家形成への道程を歩み出した日本では，西欧の法

文化を普遍的価値として受容しようとする改革意識

と，日本固有の習俗や慣例を維持しようという保守

意識の綱引きが続いた。そのなかで国家の家族政策

は永年の封建的な伝統や慣習と訣別できず，華士族

偏重の性格を呈していた。明治政府は民法制定以前

は婚姻や親族関係について慣習法に則して処理して

いた。最初の婚姻法として明治 3（1870）年 11月 4

日に公布したのが「縁組規則」である。ここでは，

華族及び士族の結婚については太政官への願出ない

し伺いを必要としたが，平民は不要とした (33)。こ

の身分的差異は，華族・士族の家の保護を念頭に置

くとともに，武士の私的な婚姻は許されないという

幕藩体制の因習を踏襲したものであった。 

 「開国和親」の対外方針を掲げる明治政府は，西

欧の自由主義思想もある程度は受容せざるを得ず，

“邪教”として禁圧してきたキリスト教信仰も解禁

するに至った。西欧のキリスト教的文明観では厳格

な一夫一婦制こそが国家と社会の発展の指標となる

と考えられた (34)。家を存続させる目的から不文律

として日本で公認されてきた妾制度はこれと背馳す

る。だが，明治 3（1870）年 12 月 20 日最初の刑法

典として制定した「新律綱領」（太政官布告第 944

号）のなかで公法諸制度との関係上，親族範囲を定

めた「五等親図」(35)では，妾は妻と並ぶ「二等

親」として法律上に公認された。とはいえ，妾は親

族として公認こそされ，権利上は妻と差別されたの

であり (36)，家の存続を至上目的に置いた封建的身

分秩序が家族政策の基底に息づいていた。 

 

 

（2）戸籍法成立と届出婚主義の発出 

 明治政府は1869年に版籍奉還を強行し，中央集権

化を進める過程において戸籍は「富国強兵」に動員

すべき人的資源の把握のために不可欠とされた。明

治国家における近代法典の整備を請け負っていた司

法卿江藤新平は，欧米列強と並び立つような「国の

富強」の大本は「国民の位置を正すにあり
．．．．．．．．．．．

」，これ

はすなわち「婚姻・出産・死去の法厳に」にするこ

とであると構想した。江藤は欧米における身分登録

の立法例に鑑み，「婚姻の法未た立たさるに因て朝

に婚て夕に離るゝの情勢に付……家繁昌せしめるの

念乏し。……婚するも易く離るゝも易く，焉そ同心

協力保家の情あらんや」(37)として，結婚は家をは

じめ，公的制度や社会秩序の淵源となるとの認識か

ら戸籍法の主要目的の一つとして結婚の規律化を目

論んでいた。この点は，西欧の近代国家が道徳的観

点から結婚問題に介入した趣旨と軌を一にするもの

であった。 

 戸籍事業を所管する民部省の起草により，1871

（明治閏4）年4月4日太政官布告第170号が公布され

た。ここで全国統一戸籍として編製される壬申戸籍

は，皇族を除いた領土内のすべての人民を編入する

ことで近世社会の身分階層を溶解し，これを天皇と

いう神聖君主に従属する「臣民一般」として水平関

係の下に凝集するものであった。太政官布告第170

号の前文は「戸籍人員ヲ詳ニシテ猥ナラサラシムル

ハ政務ノ最モ先シ重スル所ナリ。……去レハ其籍ヲ
．．．

逃レテ其数ニ漏ルルモノハ其保護ヲ受ケサル理ニテ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

自ラ国民ノ外タルニ近シ
．．．．．．．．．．．

。此レ人民戸籍ヲ納メサル

ヲ得サルノ儀ナリ」(38)（傍点，報告者）と述べ，

人民は戸籍への登載によってはじめて「国民」とし

て保護されるという戸籍の徳義を強調し，戸籍への

人民の服従を引き出そうとした。 
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 壬申戸籍は「戸」を単位として戸主を筆頭にその

戸内の人員を序列的に記載する編製方式を採り，西

欧のような個人単位の登録ではなかった。戸主は結

婚，出生，死亡など家族の身分変動を戸長に届け出

る義務を負った。 

 この戸籍制度に依拠した届出婚主義の布石として，

まず明治 4（1871）年 8 月 23 日太政官布告第 137

号が発令され，「華族ヨリ平民ニ至ル迄」結婚の手

続は戸長への届出を踏むべきものとした (39)。そし

て，明治 7（1874）年 12 月 27 日司法省指令は「相

対熟議承諾ノ上ニテ内実夫婦ノ契約ヲ結ヒ既ニ妊娠

及フト雖モ素ヨリ官ノ聞届ヲ経サル者ナレハ官ヨリ

見ル時ハ夫婦ニ非サル (40)」旨を告げ，つとに西欧

で浸透していた契約婚を否定し，届出婚主義の方針

を闡明した。 

 さらに，明治 8（1875）年 12 月 9 日太政官達第

209号（以下，「209 号」とする）は「婚姻又ハ養子

養女ノ取組若クハ其離婚離縁仮令相対熟談ノ上ナリ

トモ双方ノ戸籍ニ登記セサル内ハ其効力ナキモノト
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

看做スへク
．．．．．

候条」（傍点，筆者）を各府県に指令し，

戸籍への届出を婚姻の成立要件とすることを原則化

した。この 209 号の基盤となった法制局議案には

「我国人民ノ法律ニ慣ハサル戸籍ノ何物タルヲ弁知

セサルヨリ願届等モ自然疎漏ニ押移候弊習有之」と

して「億兆ヲシテ戸籍ノ何物タルヲ弁知セシメ

候」(41)旨を繰り返し強調した。届出婚主義は，明

治政府が遵法意識の未熟な人民に戸籍という法秩序

を啓蒙する手段でもあったことが看取できよう。 

 届出婚主義は夫と妾の関係にも準用された。明治

8（1875）年 12 月 17 日太政官指令は「双方許諾ア

リト雖モ妻或ハ妾ノ名ヲ以テ其筋ニ届出送入籍セサ

ル者ハ妻或ハ妾ト公認スヘカラサル儀ト可相心得

事」(42)と発し，戸籍への届出があれば夫と妾の関

係は「内縁」ではなく公認されるものとした。この

ような届出婚主義の拡大を通じて個人の身分に関す

る戸籍の公証力が定立されていった。 

 ところが，届出婚主義に対する反対の声が司法方

面から上がった。届出婚主義に固執すれば，姦通や

対尊属犯罪をめぐる刑事裁判上，事実婚夫婦の扱い

に困るという地方判事による伺いを受けた司法省は

「第209号ノ論達後其登記ヲ怠リシ者アリト雖モ既

ニ親族近隣ノ者モ夫婦若クハ養父子ト認メ裁判官ニ

於テモ其実アリト認ムル者ハ夫婦若養父子ヲ以テ論

スヘキ儀ト相心得ヘシ」との「指令按」を提示し，

これを基に明治10（1877）年5月21日太政官指令が

発出された(43)。同指令は戸籍の紊乱が目に付く現

状に鑑みて，刑事裁判上は未届けの夫婦も婚姻とし

て認める便宜的措置を指令したものである。すなわ

ち，届出主義という戸籍の秩序が国民に浸透するま

での間，処罰対象を広げて司法事件処理を厳格に行

うための国家権力による機会主義であり，あくまで

事実婚の公認ではなかった。このことは，明治17

（1884）年11月25日内務省指令が事実上の夫婦とし

て通用している場合でも「戸籍ニ登記セサル間ハ，

戸籍上家族ト看做スヘキ限ニアラサル儀ト可心得

事」(44)として届出婚主義の原則を崩さなかった点

からも明らかである。 

 明治 31（1898）年 4月 27 日公布された民法は第

775条に「婚姻ハ之ヲ戸籍吏ニ届出ツルニ因リテ其

効力ヲ生ス」と規定して届出婚主義を法制化した。

さらに第 750条には「家族カ婚姻又ハ養子縁組ヲ為

スニハ戸主ノ同意ヲ得ルコトヲ必要トス」と定め，

婚姻の届出は戸主が拒めば戸籍にも記載されず，戸

主の同意を得ずして婚姻・縁組をなした者について

戸主は離籍，または復籍拒絶ができるという制裁権

が設定された。まさしく届出の監督権を占有する戸
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主は，戸籍の「玄関番」(45)として家族の一切の身

分行為について許否権を握るものとなった。かくも

強大な戸主権を中核とする家制度の確立に伴い，個

人の結婚の自由は戸籍への拘束を原理とする家に従

属することとなったのである。 

 

おわりに 

 結婚は西欧近代国家において，国民道徳の淵源と

目されることで法による管理の必要が合理化された。

だが，宗教権力から解放され，寛容の精神を思想的

基盤として成立した近代国家は，個人の結婚につい

ては契約としての自治性を尊重すべきものという立

場をとり，民事婚という形でそれは法制化された。

近代政治思想の流れをみても，自由主義思想はもち

ろん，国家有機体説においてさえも，結婚という私

的領域への国家の介入は謙抑的であることが基本と

された。 

 西欧近代国家の如き個人との緊張関係をもたなか

った日本の明治国家では，個人の結婚の自由という

観念が発揚されることはなかった。立法面において

も，婚姻法を民法のなかに集約した西欧とは相異な

り，日本では戸籍法が民法の制定に先行して婚姻を

規律する法秩序となった。壬申戸籍は幕末以来，多

様化に向かいつつあった民衆の帰属意識を「皇国」

へと帰一させ，「一君万民」という形で政治統合を

図るものであった。かかる政治的使命をもつ戸籍に

規律された婚姻は，個人主義に対峙する「家」とい

う道徳的規範と絡み合い，日本の「醇風美俗」の一

環と化していった。明治国家における届出婚主義の

確立は，戸籍による人民統制を強化するとともに，

天皇の「臣民簿」たる戸籍への編入によって「皇

国」の基体となる家の一員として承認されるという

統治原理を庶民に貫徹していく契機となったといえ

よう。 
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